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（議 55 （ 1）



 

   守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例（平成５年守口市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条から第１０条まで 略 

 

（事業系一般廃棄物の処理の委託） 

第１条から第１０条まで 略 

 

（事業系一般廃棄物の処理の委託） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、規則で定める事業者が排出す

る一般廃棄物については、市が収集、運搬及び処分するこ

とができる。 

 

第１１条から第１９条まで 略 

 

 

 

 

 

第１１条から第１９条まで 略 

別表第１（第 15 条第１項関係） 別表第１（第 15 条第１項関係） 

一般廃棄物区分 収集及

び運搬

区分 

取扱区分 単位 手数料

可燃

ごみ 

略 

事業活動に伴っ

て排出されるも

の 

定期 １回の平均排

出量が 45リッ

トル袋で３袋

― 無料 

一般廃棄物区分 収集及

び運搬

区分 

取扱区分 単位 手数料 

可燃

ごみ

略 

事業活動に伴っ

て排出されるも

の 

 

 

 

   

（議 55 （ 2）



 

  以下かつ 15キ

ログラム以下

の も の の 収

集、運搬及び

処分 

  

略 

略 
 

 

 

 

 

 

 略   

略    
 

備考 略 

 

以下 略 

備考 略 

 

以下 略 

 

   附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（議 55 （ 3）
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